
ヽ

ⅣO法人ホームケアエクスパーツ協会

役員報酬規定

(目 的)

第1条

この規定は、特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会の定款第19条に

基づき、役員報酬について、基本事項を定める。

(報酬)

第2条

役員には、その総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を支給することができる。

(1)報酬の額は月額とし、理事長がこれを定めることができる。

(2)役員に就任した月から報酬を支給することができる。

(3)役員が退任、又は死亡した場合には、その月分の報酬を支給することが

できる。

(報酬の支給 日)

第3条

役員の報酬の支給 日は、毎月15日 とす る。

(報酬の支払い)

第4条

役員の報酬は、その金額を通貨で直接役員に支払 うものとする。ただし、法令

又は規定に基づき役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員に

支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

(費用弁償)

第5条

役員が業務執行のために要した旅費 0滞在費・交通費、その他要した費用は、

請求の都度実費弁償するものとする。

附則

この規定は、平成 24年 4月 1日 より施行す る。但 し第 2条 (1)の規定の執行

を平成 26年 3月 31日 まで停止するものとする。
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特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

就業規則

第 1章 総 則

目 的

第 1条

この就業規則 (以下、規則という)は、特定非営利活動法人ホームケアエクスパー

ツ協会 (以下、NPO法人という)の職員の労働条件、服務規律、その他の就業に

関する事項を定めたものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるとこ

ろによる。

適用範囲

第 2条

この規則は、第 2章で定める手続きにより採用された職員に適用する。ただし、ア

ルバイ ト及び嘱託職員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによ

る。

規則の遵守

第 3条

NPO法人及び職員は、ともにこの規則を守 り、相協力して NPO法人の事業の発展

に努めなければならない。

2 職員は、就業規則並びに諸規定に定められたことについて知らないことを理由

として、職務上の責任を逃れることはできない。

第 2章 採用及び異動等

採用手続き

第 4条

NPO法人は、就職希望者のうちか ら選考 して、職員を採用する。
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ては無給とする。

2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期間休

暇を与える。なお、当該時間については無給とする。

慶弔休暇

第 35条

職員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとお り慶弔休暇を与える。なお

当該休暇については有給 として扱 う。

本人が結婚 したとき                5日
妻が出産 したとき                 3日
配偶者、子又は父母が死亡 したとき         5日

兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が   3日

死亡したとき

裁判員等のための休暇

第 36条

従業員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合

には、次のとおり休暇を与える。

裁判員又は補充裁判員となった場合        必要な日数

裁判員候補者となった場合            必要な日数

第 6章 賃 金

賃金の構成

第 37条

賃金の構成は、次のとお りとする。

①基本給

②通勤手当

③役付手当

④待機・緊急時訪問手当

⑤特別手当

⑥その他手当

⑦時間外労働割増賃金

③休日労働割増賃金

ｒ
ヽ
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⑨深夜労働割増賃金

基本給

第 38条

基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに

決定する。

2 週 40時間未満労働する職員の基本給は、時間給または 1件当たりの報酬で支

給する。

3 年俸制を適用する職員の給与に関する事項は別に定める。

通勤手当

第 39条

通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

役付手当

第 40条

役付手当は、NPO法人が任命 した役職に就くものを対象に、NPO法人が必要と認

めたものに対 して月額で支給するものとし、職員並びに役職 ごとの支給額は個別労

働契約において定める。

待機・緊急時訪問手当

第 41条

平日、休 日における待機手当は、 1日 あたりの報酬で、および 勤務時間外で、一

旦業務から離れた後必要があって緊急時訪問看護等に従事するとき、手当を労働契

約に基づく 1件当たりの報酬で支給する。

特別手当

第 42条

特別手当は、NPO法人が認めた事由等が発生した場合、NPO法人が必要と認めた

ものに対 して支給する手当であり、当該支給事由ごとの支給額は個別労働契約にお

いて定めるか、又はその都度 NPO法人が決定する。

その他手当

第 43条

その他手当は、給与支給額の調整等が必要であると当 NPO法人が判断 した際に、

その都度定めた金額を支給するものとする。

ｒ
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割増賃金・緊急時訪問手当の算定

第 44条

訪問看護業務を含む労働割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

① 時間外労働割増賃金 (所定労働時間を超えて労働させた場合)

_董塑壺釜重壁壁塁重肇墜:E:望

`≧

l塗≦)L× 1.25×時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間数

② 休日労働割増賃金 (所定の休日に労働させた場合)

__基杢絶土塾置当」通勤圧当空12CL× 1.35× 休日労働時間数
1か月平均所定労働時間数

③  深夜労働割増賃金

(午後 10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

__基杢笠±墨圧:当≦通勤壁当塗塗二L  ×0。25× 深夜労働時間数
1か 月平均所定労働時間数

2 前項の 1か 月平均所定労働時間数は、本規則 20条並びに 23条 に基づき 168

時間とする。

3 勤務時間外で、一旦業務か ら離れた後必要があって緊急時訪問看護業務に従事

するとき、労働契約に基づく 1件 当た りの賃金で支給することがある。これが休 日

や深夜である場合、前項の割増規定を適用する。

休暇等の賃金

第 45条

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給

する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく

育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。

3 慶弔休暇の期間は、第 1項の賃金を支給する。

4 第 11条 に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

Ｆ
ヽ

欠勤等の扱い
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第 46条

欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、 1時間当た りの賃金額に欠勤、

遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

賃金の計算期間及び支払日

第 47条

賃金は次のとお り支給する。

○常勤従業員

基本給、役付手当、通勤手当 ・・・ 毎月月末に締切り、当月 15日 に支払う

上記以外の手当 ・・・ 毎月月末に締切り、次月 15日 に支払う

○非常勤従業員

毎月月末に締切り、次月 15日 に支払う

ただし、常勤従業員及び非常勤従業員ともに支払日が休日に当たるときは、休日前

の最後の勤務日に繰りあげて支払う。

2 計算期間の中途で採用された場合、退職した場合、又は異動した場合の賃金は、

当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

賃金の支払いと控除

第 48条

賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、

賃金から控除するものとする。

①源泉所得税

②住民税

③健康保険 (介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分

④雇用保険の保険料の被保険者負担分

⑤職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

不正受給の返還

第 49条

この規程に定める額を不正に受給 した場合は、会社はその額をただちに返還させ、

程度に応じて就業規則に定める懲戒処分を行 う。

第 7章 定年、退職及び解雇
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訪問看護料金表(介護保険)

地域区分‐1級地、1単位の単●:11.4円

理学療法士等の場合:1日 i3回以上の場合は
"/1∞

で算定

理学薇法士等の場合:1日 i3回以上の場合:力暉1∞で算定

回ロ

[I皿

□璽亜園互□

中リハビリテーションを中心としたサービスの場合は看護師が定期的に訪問し、ご利用者様の状態を適切に評価いたします。

2020.07.01改 定

単位

:011

負担目安
(円 )

‖■
負担目安

(円 )

2■

負担目安
(円 )

■
負担目安

(円 )

基本

ロコ囲

訪看 11 20分未満 312 3′556 356 712 1,067

訪看 12 30分未満 469 5′346 535 1,070 1,604

訪看 13 30分～∞分未満 819 9,336 匪曰 1′868 2,801

訪看 14 60分～
"分

未満 1,122 12′790 1,279 2′558 3′837

療法士等
(週6回を限度)

訪看 15 20分 1回 297 3′385 FFE 677 1,016

訪看 15 20分 2回 594 6′771 厨彊 1,355 2,032

訪看 :52超 20分 3回 801 9,131 914 1,827 2,740

訪看 152超 20分 4回 1′068 12,175 1,218 2′435 3′653

単位

10■

負担目安
(円 )

‖■
負担目安

(円 )

2■

負担目安
(円 )

■
負担目安

(円 )

基本

□□□

予防訪看 11 20分未満 301 3,431 344 687 1,030

予防訪看 :2 30分未満 449 5,118 512 1,024 1′536

予防肪看 13 30分～∞分未満 790 9,006 901 1′802 2,702

予防訪看 14 60分～∞分未満 1,084 12,357 1,236 2′472 3,708

廉法士等
(週6回を限度)

予防訪看 15 20分 1回 287 3′271 圧翌 655 982

予防訪看 IS 20分 2回 574 6,543 圧E 1′309 1,963

予防訪看 152超 20分 3回 774 8,823 唖ヨ 1,765 2,647

予防訪看 152超 20分 4回 1,032 11,764 1,177 2,353 3′ 530

サービス提供体制強化加算 1回あたり 田 14 21

騒董冠固亜
=□

1月 あたリ 574 6,543 655 1,309 1,964

特別管理加算 I 留置カテーテル、気管カニューレ等 500 5,700 570 1,140 1,710

特別管理加算
=

目理工
=憂

目 250 2′850 正 B 570 855

回コ回□ 300 3′420 342 684 1,026

回覆訳回巨コロ 600 6′840 匪コ 1,368 2,052

□H証狂EE亜□ 300 3,420 342 684 1,026

肛コロ面王玉互
=コ

日互正日
30分 未満 254 2′895 匹運 580 869

30分 以上 402 4,582 459 917 1,375

肛
=コ

題ロコ正コ 日亜Eコ田日
30分 未満 201 2,291 230 459 688

30分 以上 317 3′613 362 723 1,085

ターミナルケア加算 2,000 22′ 800 2,280 4′560 6′840

圧□歴II回囲囲五画 250 2′850 285 570 855

早朝・夜問加算 18時～22時 基本単位+25%

豚]□ 基本単位+50%

緊急時訪間加算利用の方で、月2回 日以降の訪間か
ら

・深夜加算 基本単位 +25%

基本単位+50%

E□ 30分毎 4000円

キャンセル料 訪問当日のキャンセルは利用料の半額をいただきます(緊急入院等の場合はいただきません)

園□□ 通常業務実施地域以外の訪間には実費 (タクシー代等含む)を請求させて頂きます

永眠時のご処置 15,000円

訪問看護ステーションしもきたざわ訪問看護ステーションしもきたざわ サテライト八幡山



2020.07.01改 定

2[コ □

月1回 目の訪間 7,40 740
囲置II夏王

=ヨ 厨]亘EDロ 3,000 顧n

遇3日 目まで 5,550 555
田正IIヨ五□□□

週4日 日以降 Q550 655

呼嗣

655
同一日に2人

週3日 目まで 5,550 1,110 1,665

ロ 週4日 日以降 ●550 1,310 1,965

(同一 ) 週3日 目まで 2780 ｎ
】

７
・ 556 呼コ

同一日に3人以上

「
璽ヨヨ國コ 3,280 ■

】
，

一 ほ 罰 匪 ]

同 一時的な外泊(要件あり) 8,500 離罰 1,7(X〕 2′550

1,490 2,230

師 D 匝 D

1,110 1,665

1,310 1,965

日□

訪問当日のキヤンセルは利用料の半額をいただきます(緊急入院等の場合はいただきません)

国日 □日 剛

1日 2回の場合
亜五Iココ瓦亜□

1日 3回の場合

特別管理加算 (重要度高) 気管カニューレ、日置カテーテル等

特別管理加算 在宅酸素、人工肛門等

■500 450 1,350

8,000 匝コ 2,400

5,000 500 1,000 1,500

2,500 願 D 750

24時間対応体制加算 ご利 により契約 0400 1,280 1,920

厚生労働大臣が定める者 1回ノ週 5,200 520 1,040 1,560

8,∞0 匝D 1,600 2,400

口瓢 ヨ回巨工□
特別管理指導加算 (別衰

"に
掲l′る者) 2,000 願 n 4Ю 顧 n

6000 匝コ 1,200 1,800

□
=夏

廼□巨
=□

3,000 顧n 600 900

在宅患者緊急等カンファレンス加算 2,000 200 師 n 600

□ロコIEE回 2,650 露 B 530 795

画 璽I亜ロ 1s6-228. E5H-88 2,lα〕 210 420 630

匿亜 □ 22時～翌6時 ■200 ″罰 璽コ 1,260

4,500 450 師 n 1,350

看醸師+看饉補助者と同行 3,000 願 n 匝 D 願 n

看讀師+看饉補助者と同行 1回ノ日 3,000 3CЮ 師 罰 Ⅸ Ю

別に厚生労働大臣が定める場合) 2回ノ日 6,000 Πin 1,200 1,800

3回ノ日以上 10000 1,000 2,000 3,000

田正EttIコ騒Iコ 区への情報提供 1,500 150 300 450

固IEttIコ 獲
=コ

賢
=T==2望

IIIコ 1,50Ю 150 師 n 450

田証III理田
==コ

巨甕王II困甕EIコ 1,500 150 300 450

ターミナルケア療養費 1 25,000 2,500 5,000 乙5(Ю

ターミナルケア療養費 2 lQ000 1,000 2,CЮЮ 3,∞0

看饉・介霞職員連携強化加算 2,500 露n 500 750

4000H30,}d訪問看饉時間が90分を超えた場合申
L■」

キャンセル料

自□緊急時、早朝・深夜にタクシーを利用させていただくことがあ日日□

15,000円永眠時のご処置

リハビリテーションを中心としたサービスの場合、看饉師が定期的に訪問し、ご利用者様の状態を適切に 評価いたし

ます。



事 業 年 度
和

和

令

令

2年 4月 1日 ～

3年 3月 31日
特定非営利活動法人

ホームケアエクスパーツ協会
法人名

書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54 2 3 記載した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

してい

収益の源泉別の明細

(2) 入金の明細

(3)その他

該当事項なし

金収 益 源 泉 の 内 訳 額

66,122,633円

136,000円

5,416,400円

受取会費

在宅等療養支援事業収益

受取寄付金

8,827,765円助成金

57円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

その他の収益

80、  502、 855円計△
ロ

金    額入 先借

円

2,500,000円
(株)エスアイエイ

15,000,000円日本政策金融公庫

(株)みずほ銀行

計△
口

4,721,000円

27,221,000円

円

促進 32条第 1項各号に対 す。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

に る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る び条件等

(3) 提供に係る料金及

料 金 条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容

該当事項なし該当事項なし 該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

該当事項なし

料 金

円

該当事項なし

円

円

円

円

円

該当事項なし

貸 付 資 産 の 内 容

円

円

条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容 料 金

個別の記載に代えて、料金表を添付します 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 ロ との

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格取引先の氏名等

該当事項なし該当事項なし該当事項なし

住所又は所在地

該当事項なし

円

円

円

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 ( を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

47,652,140円 国保介護・医療保険

5,666,714円 後期高齢者医療保険

3,195,000円 雇用調整助成金

2,068,000円 テレワーク助成金

1,574,886円 家賃補助

取 引 内 容 等住所又は所在地氏名又は名称 取引金額

給与手当

厚生年金会社負担分7,198,233円

給与手当

給与手当

給与手当



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務提供の内容等住所又は所在地 対 価 の 額取引先の氏名等

税理士業務220,000

R2.12

R2.09～R3.03

78.000円

円

222,738円

円

111,370円

円

円

円

円

会場費

ビデオ作成費用

音楽療法指導料

と人

の

関

係

法

役務の提供年

月日

I131.04

R2.03

R2.06～

R3.03



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当事項なし 該当事項なし円

円

円

円

円

該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の びにそ の 月 日

ｒ
Э

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

23 61,287,031円

に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対す 与の総額に関する事項]



6 した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万 円以下の海外への送

金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日]



実  施  日 使 途 金   額

該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーツ協会 たック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準にi給していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

役員数

(②÷③

① ② ③

区 分

④

R2年 4月 1日～R3年 3月 31

日 10人 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷①

④ ⑤

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

④ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

申 請 時
人

人 %

人 %

人 %

C主 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員1げ閃兄1から転配して<ださい。

③及び④については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

(例)33.333… %→ 33.3%

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ③ ◎

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

申 請 時

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 厠 コ

曖壺Eヨ団

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づぐ書類 (役員輛酬規経等提出罰Dの提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項 |こ基づく書類 (役員1報酬規澤等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

匝 ヨ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている

匡□

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有 。無

第 3表 (次葉)

CI主意事0
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬胴程等提出■際Dに記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

3表)

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の「④」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、日①」、日②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|ま 「定款 (又は会貝ゆ第○条に正会員の表決権 (又は議決

欄∋は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

二」iCI上上上場1全二塁!監査誕!盟豊空:蜃

付し:二くだ主い堕
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した盪全二は、第3表付表2「帳簿組

織の物 を記載し添付してください。

じて行っている」の「はい」i: l-ot

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から輌◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「〇」で囲みます。

なお、「④」から「◎」についてlよ 上記イに記載する各

(「④」から「◎」)を示した

二の各欄

記載要領の補足



書式第 8号 (法第44条・51条。58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

ホームケアエクパーツ協会
④ ⑮ ◎ ④ ◎ 申 請 時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

人0人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ 申請時
就任・退任

年月日
◎ ① ◎

酒井 忠昭

土川 稔美

泉 信也

無藤 清子

石井 三智子

藪本 義之

松沼 瑠美子

鈴木 文雄

澤田 昌博

理事長 ○

理事 ○

理事 ○

就任

H19.4.2

就任

H19.4.2

就任

H19.4.2

就任

H29.5.29

就任

H23.6.15

就任

H26.6.7

就任

H26.6.7

就任

H19.42

就任

H26.6.7

就任

H27.5.30

就任

H27.5.30

逆y壬

R2.6.14

理事

理事

理事

副 理 事

長

監事

監事

○

○

○

○

○

○ |

青山 敬之助

山内理恵

理事

理事 ○



法 人 名 特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

仕訳日記帳

会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

補助元帳

会計ソフト弥生会計使用

ルーズリーフ
随時 7年

振替伝票 単票 随時 7年

入金伝票

出金伝票

単票

単票

随時 7年

現金出納帳 手書きルーズリーフ 随時 7年

給与台帳 給与計算ソフト弥生給与

使用

ルーズリーフ

随時 7年

書式第9号 (!去第44条。51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表2

(記輌要欄
| 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば 日1匙鐘出納帳U、 「総勘定刀長l、 「経費帳」などのように配載します。

| 「左の帳簿等の形態』欄は、「3枚複写伝票」、リレーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

, 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
,認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項 |こ基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーツ協会 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準にi齢していること

イ 宗教活動又は]腐台舌動等を行っていないこと
○

口 役員等に対 して特別の利益を与えないこと、

と当法人との間の資産の譲渡等に関しで特別の澤崎 iを与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関しで特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

申青罰寺日 ⑮ ◎ ① ◎④

有 ①

毎
ハ

毎
小有 有

項

有 。無 有 ・ 無 有 。無有 。無 有 。無

有 。無 有 。無 有 ・ 無有 。無有。①

有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無有。①

有 ・ 無

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

ロ

項 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特男:lの利益の供与の有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有。無 有 。無

有 。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有。無 有・無 有。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特ワ11の利益の供与の有無
有。① 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

有。無 有・無
営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有・① 有・無 有・無 有。無

書式第 10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) 囲 動

Ci圭菫|ヨ曝D
・  踊認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程需提出□Dの提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0'VLび二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。
。 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づぐ書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーツ協会法人名 た
"欄

○
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等|●自合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並び|●1敏外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (樹レ虜損|:D鋼防1吻|る場合にしよ その申隕|:!(社内測印D等を添付してくださし、

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

同  意

しない

イ

ロ

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥l支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が200万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ

ホ

ヘ

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック 5

(,1圭遺1事曝D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■苺Dの提出時に記載及び添付する必要が

あります.

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 脆1耀折1囁働艦人ホームケアエク″1いツ船

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

は菫常ロ
・ 法第55彙第1項に書づく書類 (投員輌酬鶴口0掲出宙厠 の提出時に当たってtま 口定書申嗜チェック豪 (第 6表及び購8:D

lま 配口する必■はありません.

・ 口定の有効期間の更新の中日に当たってlム :圏に基準等チェック表 (第 6表及び

"8壺
)|●ED●四口はありません、また、法

第55条
"1項

にむブぐ●饉 (役員颯H嬌経●提出書Dに口載した事項について、改めて日鵬する必口はありません。

6 28条に規定する事業報告書等を同法第 チェック欄

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 笠 有 缶 有 。 無 有 ・ 無有 。 無

7 法令又ば去令に基づいてする行政庁の処分|こ違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)iよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規屋寺提出鵬E)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有

“

日ヽ
ヽツ 有 缶 有 。 無 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 。 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成 年  月 日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

囲 ヨ 次のι

人は認定、 ことができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り

た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非営利濶助去人又は当1該特

しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは鵬去204条等健1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 帷2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

3

5 日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団

1 うち、次のし

認定特定非営千11舌動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾:Ⅳ舌動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特

定非営禾l括動法人又は当該特例認定特定非営千:1舌動法人のその業務を行う理事であった者でその

しの日から5年を経過しない者の有無

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5
有。①

者ヽの有無

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

イ

ロ

有。①

有。①

ハ

有 ・

９

“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

は い ・3 している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)

は い
。Ｆ

Э 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のし

イ 暴力団 はし しヽ

ロ はし


